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町税条例等の一部を改正する条例

（町税条例の一部改正）

第１条 町税条例（昭和２９年松前町条例第５１号）の一部を次のように改正

する。

第２４条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除

対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。

第３４条の７第１項第１号ロ及びハ中「寄附金（」の次に「出資に関する業務

に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同号ニ中「を除く。」を「及

び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同号ホ及

びヘ中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの

を除き、」を加え、同号ト中「を除く。」を「及び出資に関する業務に充てられる

ことが明らかなものを除き、」に改め、同号チ中「寄附金（」の次に「出資に関す

る業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同号ヌ中「もの」の次

に「、出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を加える。

第３６条の３の２第４項中「所得税法第１９８条第２項に規定する納税地

の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７の２において

準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす」に改め、「次条第４項」

の次に「及び第５３条の９第３項」を加える。

第３６条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未

満の者に限る」に改め、同条第４項中「所得税法第２０３条の６第６項に規

定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７

の３において準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす」に改める。

第５３条の８第１項第１号中「本条、次条第２項及び」を「この条、次条

第２項及び第３項並びに」に改める。

第５３条の９に次の２項を加える。

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に



経由すべき退職手当等の支払をする者が令第４８条の１８において準用す

る令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支

払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法に

より提供することができる。

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、

同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事

項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が

提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」と

する。

第８１条の５第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を

加える。

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び

控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。

附則第１０条の２第３項を削り、同条第４項中「附則第１５条第１９項」

を「附則第１５条第１６項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中

「附則第１５条第２６項」を「附則第１５条第２３項」に改め、同項を同条

第４項とし、同条第６項中「附則第１５条第２７項第１号」を「附則第１５

条第２４項第１号」に改め、同項を同条第５項とし、同条第７項中「附則第

１５条第２７項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に改め、同項を

同条第６項とし、同条第８項中「附則第１５条第２７項第３号」を「附則第

１５条第２４項第３号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中「附

則第１５条第２８項第１号」を「附則第１５条第２５項第１号」に改め、同

項を同条第８項とし、同条第１０項中「附則第１５条第２８項第２号」を「附

則第１５条第２５項第２号」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項

中「附則第１５条第３０項第１号イ」を「附則第１５条第２７項第１号イ」

に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附則第１５条第３０項

第１号ロ」を「附則第１５条第２７項第１号ロ」に改め、同項を同条第１１

項とし、同条第１３項中「附則第１５条第３０項第１号ハ」を「附則第１５

条第２７項第１号ハ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項中「附



則第１５条第３０項第１号ニ」を「附則第１５条第２７項第１号ニ」に改め、

同項を同条第１３項とし、同条第１５項中「附則第１５条第３０項第２号イ」

を「附則第１５条第２７項第２号イ」に改め、同項を同条第１４項とし、同

条第１６項中「附則第１５条第３０項第２号ロ」を「附則第１５条第２７項

第２号ロ」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「附則第１５

条第３０項第２号ハ」を「附則第１５条第２７項第２号ハ」に改め、同項を

同条第１６項とし、同条第１８項中「附則第１５条第３０項第３号イ」を「附

則第１５条第２７項第３号イ」に改め、同項を同条第１７項とし、同条第１

９項中「附則第１５条第３０項第３号ロ」を「附則第１５条第２７項第３号

ロ」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２０項中「附則第１５条第３

０項第３号ハ」を「附則第１５条第２７項第３号ハ」に改め、同項を同条第

１９項とし、同条第２１項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第

３０項」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第２２項中「附則第１５条

第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同項を同条第２１項とし、

同条第２３項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３５項」に改

め、同項を同条第２２項とし、同条第２４項を削り、同条第２５項中「附則

第１５条第４７項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同項を同条第２３

項とし、同項の次に次の１項を加える。

２４ 法附則第１５条第４６項に規定する条例で定める割合は３分の１とす

る。

附則第１０条の２第２６項を同条第２５項とし、同条第２７項中「条例で

定める割合は」の次に「零（」を、「同意導入促進基本計画」の次に「（中小

企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第２項に規定する同

意導入促進基本計画をいう。）」を加え、「同条」を「法附則第６４条」に、「家

屋及び構築物」を「特例対象資産」に、「零」を「零）」に改め、同項を同条

第２６項とする。

附則第１０条の４第２項中「令和元年度分及び令和２年度分」を「令和３

年度分及び令和４年度分」に改め、同条の次に次の１条を加える。

（平成３０年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等）

第１０条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場



合を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する

年の１月３１日（第５４条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に

係る同条第１項の所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第

１６条の３第６項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定によ

り読み替えて適用される同条第１項の規定の適用を受けようとする場合に

あつては、１月３１日）までに次に掲げる事項を記載した申告書を町長に

提出しなければならない。

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名

称）並びに当該納税義務者が令附則第１２条の５第１項第３号から

第５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場合

にあつては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若

しくは第２号に掲げる者との関係

（２） 法附則第１６条の３第１項に規定する被災住宅用地の上に平成３

０年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

（３） 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の３第１項（同

条第２項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項におい

て準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）の規定の適用を受けようとする土地を法第３４９条の３の２

第１項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用すること

ができない理由

（４） その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受ける土地に係る令和３年度分及び令和４年度分の固定資

産税については、第７４条の規定は適用しない。

３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項に

おいて「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、

同項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定

被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申出書を町長に提出して行わなければならない。

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称）

（２） 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

（３） 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の３第３項に規定する被

災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにそ



の用途

（４） 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定

被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

（５） 法附則第１６条の３第３項の規定により按分する場合に用いられ

る割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

４ 法附則第１６条の３第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた

特定仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定

資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」

とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とある

のは「特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換

地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。

附則第１１条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３

年度から令和５年度まで」に改める。

附則第１１条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年

度又は令和５年度」に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」

を「令和４年度分又は令和５年度分」に改め、同条第２項中「令和元年度適

用土地又は令和元年度類似適用土地」を「令和４年度適用土地又は令和４年

度類似適用土地」に、「令和２年度分」を「令和５年度分」に改める。

附則第１２条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３

年度から令和５年度まで」に改め、同条第１項中「平成３０年度から令和２

年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次

に「（令和３年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標

準額）」を加え、同条第２項及び第３項中「平成３０年度から令和２年度まで

の各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改め、同条第４項及び

第５項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に改める。

附則第１３条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３

年度から令和５年度まで」に改め、同条中「平成３０年度から令和２年度ま

で」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」

の次に「。以下この項において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の

次に「（令和３年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税



標準額）」を加える。

附則第１４条中「同条第１項」を「附則第１３条の２第１項」に改める。

附則第１５条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年

度から令和５年度まで」に改め、同条第２項中「令和３年３月３１日」を「令

和６年３月３１日」に改める。

附則第１５条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３

年３月３１日」を「令和３年１２月３１日」に改める。

附則第１５条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同

条第４項」の次に「又は第５項」を加える。

附則第１６条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、

当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」

を削り、同条第３項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソ

リン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」

を削り、同条第４項中「、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年

度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の３項を加える。

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

（自家用の乗用のものを除く。）に対する第８２条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割

に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動

車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま



での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動

車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）

に対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和

３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自

動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

附則第１６条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。

附則第２２条第２項中「令和３年度」を「令和８年度」に改める。

附則第２６条に次の１項を加える。

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症

特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の

３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるの

は「令和１７年度」と、「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。

（町税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 町税条例等の一部を改正する条例（令和２年松前町条例第１０号）の

一部を次のように改正する。

第２条のうち町税条例第４８条第１０項の改正規定中「第３２１条の８第

５２項」を「第３２１条の８第６０項」に、「同条第５２項」を「同条第６０

項」に改め、同条第１６項の改正規定中「第３２１条の８第６１項」を「第

３２１条の８第６９項」に改める。



第２条のうち町税条例第５０条第４項の改正規定中「「又は第３１項」に」

の次に「、「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に」

を加える。

第２条のうち町税条例第５２条の２の改正規定中「第５２条の２第４項」

を「第５２条の２第３項中「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１

５の４第４項」に改め、同条第４項」に改める。

第２条のうち町税条例附則第３条の２第２項の改正規定の次に次のように

加える。

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４第

１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提

出期限」を削り、同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定する連

結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

（１） 第１条中町税条例第３４条の７第１項第１号の改正規定及び同条例

附則第６条の改正規定並びに次条第１項の規定 令和４年１月１日

（２） 第１条中町税条例第２４条第２項及び第３６条の３の３第１項の改

正規定並びに同条例附則第５条第１項の改正規定並びに次条第４項の

規定 令和６年１月１日

（３） 第１条中町税条例附則第１０条の２第２７項の改正規定（同項を同

条第２６項とする部分を除く。）並びに附則第３条第４項及び第５項の

規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律

第 号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

（４） 第１条中町税条例附則第１０条の２第２５項を同条第２３項とし、

同項の次に１項を加える改正規定（第２４項に係る部分に限る。) 特

定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第

３１号）の施行の日



（町民税に関する経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後の町税条例（以下「新条例」という。）第３

４条の７第１項第１号の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日

（以下この条及び附則第４条第１項において「施行日」という。）以後に支出

する同号に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が

施行日前に支出した第１条の規定による改正前の町税条例（次項及び第３項

において「旧条例」という。）第３４条の７第１項第１号に規定する寄附金又

は金銭については、なお従前の例による。

２ 新条例第３６条の３の２第４項の規定は、施行日以後に行う同項に規定す

る電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について

適用し、施行日前に行つた旧条例第３６条の３の２第４項に規定する電磁的

方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお

従前の例による。

３ 新条例第３６条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第３６

条の３の２第４項に規定する電磁的方法による新条例第３６条の３の３第４

項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行

つた旧条例第３６条の３の２第４項に規定する電磁的方法による旧条例第３

６条の３の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、

なお従前の例による。

４ 新条例の規定中個人の町民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の

個人の町民税について適用し、令和５年度分までの個人の町民税については、

なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。

２ 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。第５項において「改正法」

という。）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。次項及び第４項において「旧法」という。）附則第１５条第８項に規定す

る雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。

３ 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日から令和３

年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧



法附則第１５条第４１項に規定する中小事業者等（以下この項において「中

小事業者等」という。）が取得（同条第４１項に規定する取得をいう。以下こ

の項において同じ。）をした同条第４１項に規定する機械装置等（以下この項

において「機械装置等」という。）（中小事業者等が、同条第４１項に規定す

るリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約によ

り機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をし

た同条第４１項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内

にリース取引により引き渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。）

に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

４ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行の日か

ら令和３年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）

内に旧法附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小

事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項におい

て同じ。）をした同条に規定する家屋及び構築物（中小事業者等が、同条に規

定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約

により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に

取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期

間内にリース取引により引き渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物

を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

５ 新条例附則第１０条の２第２６項の規定は、令和３年４月１日以後に改正

法第１条の規定による改正後の地方税法附則第６４条に規定する中小事業者

等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する

取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産

（以下この項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に

規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契

約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象

資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物

附属設備にあつては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物

にあつては地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施

行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産

を、令和３年４月１日以後にリース取引により引き渡しを受けた場合におけ

る当該特例対象資産を含む。）に対して課する附則第１条第３号に掲げる規定

の施行の日の属する年の翌年の１月１日（当該施行の日が１月１日である場

合には、同日）を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。この場合において、令和３年４月１日から同号に掲げる規定の施行



の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する新条例附則第１０条

の２第２６項の規定の適用については、同項中「中小企業等経営強化法（平

成１１年法律第１８号）第５０条第２項」とあるのは「生産性向上特別措置

法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項」とする。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後

に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割

について適用し、施行日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税

の種別割については、なお従前の例による。
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説明資料 

町税条例等の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）、地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和３年政令第１０７号）、地方税

法施行令の一部を改正する政令（令和３年政令第１０８号）、地方税法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年総務省令第３４号）及び

地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和３年総務省令第３５号）が、令和３年３月３１日にそれぞれ公布されたことに伴い、関連す

る町税条例等の規定の整理を行おうとするものです。 

 

 

２ 主な改正の内容  

（１）個人町民税 

  ① 特定一般用医薬品等を購入した際に受けられる医療費控除の特例を延長 

   適切な健康管理の下で、医療品薬品からの代替を進めるため、健康の保持増進及び疾病の予防などに取り組む個人が、スイッチＯＴＣ 

薬品を年間１万２千円を超えて購入した場合に、１０万円を限度として、その購入費用のうち１万２千円を超える額を所得控除する。 

   なお、本特例を受ける場合は、現行の医療費控除を受けることができず、現行の医療費控除を受ける場合は、本特例を受けることがで

きない。 

 

   ※特定一般用医薬品等とは ～ 医師により処方される医薬品（医療用薬品）から薬局などで購入できる医薬品に転用された医薬品（ス 

イッチＯＴＣ薬品） 

   ※スイッチＯＴＣ薬品とは ～ 医療用から転用された医薬品（医薬品例 ガスター１０、コンタック鼻炎Ｚ、ロキソニンＳ、ダマリ

ンＳ、フェイタスＺなど） 

 

   延長する期間（令和８年１２月３１日まで） 

 

 

  ② 住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン減税）の特例を見直し 

   住宅借入金等特別税額控除は、消費税率１０％が適用される住宅取得について控除期間が１０年から１３年に延長されている。 

  （令和元年１０月１日から令和２年１２月３１日までに入居、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合は、令和３年１ 

２月３１日までに入居） 
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 見直し ～ 下記の期間に契約した場合、令和４年１２月３１日までの入居も控除期間が１３年に延長される。 

 

         ア 新築              令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までに契約 

   

         イ 建売、中古、増改築       令和２年１２月１日から令和３年１１月３０日までに契約 

 

 

（２）固定資産税 

  ① 土地の負担調整措置の延長 

   土地の負担調整措置については、３年間延長し令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税に適用する。 

 

  ② 令和３年度限りの特別措置 

   新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮

する観点から、令和３年度に限り、税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずる。 

 

  ③ 課税標準額の特例措置の拡充（わがまち特例） 

   浸水被害防止・軽減のため、特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に基づき、都道府県知事や市町村長の認定を受けて整備された雨 

水貯留浸水施設に対して課する固定資産税の課税標準額について、わがまち特例を導入し、課税標準額を３分の１とする。 

 

 

 

（３）軽自動車税環境性能割 

  軽自動車を取得した場合の軽自動車税環境性能割の税率を軽減する特例の延長 

  自家用乗用車の税率を臨時的に１％分軽減する措置については、令和元年１０月１日から令和３年３月３１日までに取得したものを対象 

としているが、これを９ヶ月延長し、令和３年１２月３１日までに取得したものを対象とする。  

 

 

 

（４）軽自動車税種別割 

  軽自動車を取得した場合の軽自動車税種別割のグリーン化特例の一部延長 

  燃費性能等の優れた軽自動車（新車に限る。）を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置[グリーン化特例（軽課）] 

について２年間（令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの取得分）一部延長する。 
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令和２年度及び令和３年度課税分 

車 種 区 分 

 

標準税率 

 

軽課 

  

電気自動車、燃
料電池自動車等 

令和２年度燃費基準＋３０％達成車 
（平成２７年度燃費基準＋３５％達成車） 

令和２年度燃費基準＋１０％達成車 
（平成２７年度燃費基準＋１５％達成車） 

概ね７５％軽減 概ね５０％軽減 概ね２５％軽減 

三 輪 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

四輪以上 

乗 用 
営業用 6,900 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円 

自家用 10,800 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円 

貨物用 
営業用 3,800 円 1,000 円 1,900 円 2,900 円 

自家用 5,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円 

                              ※（ ）内は貨物用に係る軽課の基準 
 

                        ２年間の一部延長    （電気自動車、燃料電池自動車等及び営業用乗用車）   
 

令和４年度及び令和５年度課税分 

車 種 区 分 

 

標準税率 

 

軽課 

  

電気自動車、燃
料電池自動車等 

令和２年度燃費基準＋３０％達成車 
（平成２７年度燃費基準＋３５％達成車） 

令和２年度燃費基準＋１０％達成車 
（平成２７年度燃費基準＋１５％達成車） 

概ね７５％軽減 一部概ね５０％軽減 一部概ね２５％軽減 

三 輪 3,900 円 1,000 円 3,900 円 3,900 円 

四輪以上 

乗 用 
営業用 6,900 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円 

自家用 10,800 円 2,700 円 10,800 円 10,800 円 

貨物用 
営業用 3,800 円 1,000 円 3,800 円 3,800 円 

自家用 5,000 円 1,300 円 5,000 円 5,000 円 

※（ ）内は貨物用に係る軽課の基準 
 

３ 新旧対照表  別紙のとおり 
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別紙

町税条例等の一部改正に係る新旧対照表

現 行 改 正 案

第１条による改正 第１条による改正

町税条例（昭和２９年松前町条例第５１号） 町税条例（昭和２９年松前町条例第５１号）

（個人の町民税の非課税の範囲） （個人の町民税の非課税の範囲）
第２４条 略 第２４条 略
２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、 ２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、
前年の合計所得金額が２８万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親 前年の合計所得金額が２８万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親
族 族（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項に

の数に１を加えた数を乗じて得た金額に１０万円を加 おいて同じ。）の数に１を加えた数を乗じて得た金額に１０万円を加
算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に 算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に
は、当該金額に１７万円を加算した金額）以下である者に対しては、 は、当該金額に１７万円を加算した金額）以下である者に対しては、
均等割を課さない。 均等割を課さない。

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除）
第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１ 第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１
項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金 項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金
銭を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額 銭を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額
（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附 （当該納税義務者が前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附
金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加 金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加
算した金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の第 算した金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の第
３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する ３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する
ものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超え ものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超え
るときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 るときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
（１） 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、別表第1に掲げるもの （１） 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、別表第1に掲げるもの

イ 略 イ 略
ロ 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１ ロ 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１
号に規定する独立行政法人に対する寄附金（ 号に規定する独立行政法人に対する寄附金（出資に関する業務

当該法人の主たる目 に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目
的である業務に関連するものに限る。） 的である業務に関連するものに限る。）

ハ 所得税法施行令第２１７条第１号の２に規定する地方独立行 ハ 所得税法施行令第２１７条第１号の２に規定する地方独立行
政法人に対する寄附金（ 政法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが

※ が改正部分



現 行 改 正 案

当該法人の主たる目的である業務に関連 明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連
するものに限る。) するものに限る。）

ニ 所得税法施行令第２１７条第２号に規定する法人に対する寄 ニ 所得税法施行令第２１７条第２号に規定する法人に対する寄
附金（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるものを除く。 附金（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるもの及び出資に

当該法人 関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人
の主たる目的である業務に関連するものに限る。） の主たる目的である業務に関連するものに限る。）

ホ 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及 ホ 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及
び公益財団法人（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成 び公益財団法人（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成
２０年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなお ２０年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなお
その効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第２１ その効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第２１
７条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含む。）に ７条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含む。）に
対する寄附金（ 対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかな

当該法人の主たる目的である業務に関連するもの ものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するもの
に限る。） に限る。）

ヘ 所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人に対す ヘ 所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人に対す
る寄附金（ る寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなもの

当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限 を除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限
る。） る。）

ト 所得税法施行令第２１７条第５号に規定する社会福祉法人に ト 所得税法施行令第２１７条第５号に規定する社会福祉法人に
対する寄附金（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるものを 対する寄附金（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるもの及
除く。 び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、
当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。）

チ 所得税法施行令第２１７条第６号に規定する更生保護法人に チ 所得税法施行令第２１７条第６号に規定する更生保護法人に
対する寄附金（ 対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかな

当該法人の主たる目的である業務に関連するもの ものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するもの
に限る。） に限る。）

リ 略 リ 略
ヌ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８ ヌ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８
の２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その寄 の２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その寄
附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの 附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの、出資に関す

及び次号に掲げる寄附 る業務に充てられることが明らかなもの及び次号に掲げる寄附
金を除く。） 金を除く。）

（２） 略 （２） 略
２ 略 ２ 略

※ が改正部分
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（個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） （個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書）
第３６条の３の２ 略 第３６条の３の２ 略
２～３ 略 ２～３ 略
４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に ４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に
経由すべき給与支払者が所得税法第１９８条第２項に規定する納税地 経由すべき給与支払者が令第４８条の９の７の２において準用する令
の所轄税務署長の承認を受けている 場合には、施行規則で定める 第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定める
ところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、 ところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、
当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用 当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で
定めるものをいう。次条第４項 において同 定めるものをいう。次条第４項及び第５３条の９第３項において同
じ。）により提供することができる。 じ。）により提供することができる。

５ 略 ５ 略

（個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書）
第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に 第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に
規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において 規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において
同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を 同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を
受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の 受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の
支払を受ける者であつて、扶養親族（控除対象扶養親族を除く 。） 支払を受ける者であつて、扶養親族（年齢１６歳未満の者に限る。）
を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で
町内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得 町内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得
税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この 税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この
条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金 条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金
等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、 等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、
次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由し 次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由し
て、町長に提出しなければならない。 て、町長に提出しなければならない。
（１）～（３） 略 （１）～（３） 略

２～３ 略 ２～３ 略
４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由 ４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由
すべき公的年金等支払者が所得税法第２０３条の６第６項に規定する すべき公的年金等支払者が令第４８条の９の７の３において準用する
納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定め 令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定め
るところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者 るところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者
に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ
とができる。 とができる。

５ 略 ５ 略

※ が改正部分



現 行 改 正 案

（特別徴収税額） （特別徴収税額）
第５３条の８ 略 第５３条の８ 略
（１） 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第１項の規定に （１） 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第１項の規定に

よる申告書（以下本条、次条第２項及び 第５３ よる申告書（以下この条、次条第２項及び第３項並びに第５３
条の１０第１項において、「退職所得申告書」という。）に、 条の１０第１項において、「退職所得申告書」という。）に、
その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確 その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確
定した他の退職手当等で既に支払がされたもの（次号及び次条 定した他の退職手当等で既に支払がされたもの（次号及び次条
第１項について「支払済みの他の退職手当等」という。）がな 第１項について「支払済みの他の退職手当等」という。）がな
い旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について い旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について
第５３条の３及び第５３条の４の規定を適用して計算した税額 第５３条の３及び第５３条の４の規定を適用して計算した税額

（２） 略 （２） 略
２ 略 ２ 略

（退職所得申告書） （退職所得申告書）
第５３条の９ 略 第５３条の９ 略
２ 略 ２ 略

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の
際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第４８条の１８におい
て準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行
規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当
該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべ
き事項を電磁的方法により提供することができる。

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用について
は、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載
すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支
払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは
「提供を受けた時」とする。

（環境性能割の税率） （環境性能割の税率）
第８１条の５ 略 第８１条の５ 略
（１） 法第４５１条第１項（同条第４項 において準用す （１） 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の１ る場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の１
（２） 法第４５１条第２項（同条第４項 において準用す （２） 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の２ る場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の２
（３） 略 （３） 略

※ が改正部分
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附 則 附 則

（個人の町民税の所得割の非課税の範囲等） （個人の町民税の所得割の非課税の範囲等）
第５条 当分の間、町民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年 第５条 当分の間、町民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年
の所得について第３３条の規定により算定した総所得金額、退職所得 の所得について第３３条の規定により算定した総所得金額、退職所得
金額及び山林所得金額の合計額が、３５万円にその者の同一生計配偶 金額及び山林所得金額の合計額が、３５万円にその者の同一生計配偶
者及び扶養親族 者及び扶養親族（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。

の数に一を加えた数を乗じて得た金額に 以下この項において同じ。）の数に一を加えた数を乗じて得た金額に
１０万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有 １０万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有
する場合には、当該金額に３２万円を加算した金額）以下である者に する場合には、当該金額に３２万円を加算した金額）以下である者に
対しては、第２３条第１項の規定にかかわらず、所得割（分離課税に 対しては、第２３条第１項の規定にかかわらず、所得割（分離課税に
係る所得割を除く。）を課さない 係る所得割を除く。）を課さない。

２～３ 略 ２～３ 略

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例） （特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例）
第６条 平成３０年度から令和４年度までの各年度分の個人の町民税に 第６条 平成３０年度から令和９年度までの各年度分の個人の町民税に
限り、法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第３４ 限り、法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第３４
条の２の規定による控除については、その者の選択により、同条中 条の２の規定による控除については、その者の選択により、同条中
「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま 「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま
で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の規定により読 で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の規定により読
み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限 み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限
る。）」として、同条の規定を適用することができる。 る。）」として、同条の規定を適用することができる。

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）
第１０条の２ 略 第１０条の２ 略
２ 略 ２ 略
３ 法附則第１５条第８項に規定する条例で定める割合は４分の３とす
る。

４ 法附則第１５条第１９項に規定する条例で定める割合は５分の３と ３ 法附則第１５条第１６項に規定する条例で定める割合は５分の３と
する。 する。

５ 法附則第１５条第２６項に規定する条例で定める割合は２分の１と ４ 法附則第１５条第２３項に規定する条例で定める割合は２分の１と
する。 する。

６ 法附則第１５条第２７項第１号に規定する条例で定める割合は３分 ５ 法附則第１５条第２４項第１号に規定する条例で定める割合は３分
の２とする。 の２とする。

７ 法附則第１５条第２７項第２号に規定する条例で定める割合は２分 ６ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する条例で定める割合は２分
の１とする。 の１とする。

※ が改正部分
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８ 法附則第１５条第２７項第３号に規定する条例で定める割合は２分 ７ 法附則第１５条第２４項第３号に規定する条例で定める割合は２分
の１とする。 の１とする。

９ 法附則第１５条第２８項第１号に規定する条例で定める割合は３分 ８ 法附則第１５条第２５項第１号に規定する条例で定める割合は３分
の２とする。 の２とする。

１０ 法附則第１５条第２８項第２号に規定する条例で定める割合は２ ９ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する条例で定める割合は２
分の１とする。 分の１とする。

１１ 法附則第１５条第３０項第１号イに規定する設備について同号に １０ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は３分の２とする。 規定する条例で定める割合は３分の２とする。

１２ 法附則第１５条第３０項第１号ロに規定する設備について同号に １１ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は３分の２とする。 規定する条例で定める割合は３分の２とする。

１３ 法附則第１５条第３０項第１号ハに規定する設備について同号に １２ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は３分の２とする。 規定する条例で定める割合は３分の２とする。

１４ 法附則第１５条第３０項第１号ニに規定する設備について同号に １３ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は３分の２とする。 規定する条例で定める割合は３分の２とする。

１５ 法附則第１５条第３０項第２号イに規定する設備について同号に １４ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は４分の３とする。 規定する条例で定める割合は４分の３とする。

１６ 法附則第１５条第３０項第２号ロに規定する設備について同号に １５ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は４分の３とする。 規定する条例で定める割合は４分の３とする。

１７ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に １６ 法附則第１５条第２７項第２号ハに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は４分の３とする。 規定する条例で定める割合は４分の３とする。

１８ 法附則第１５条第３０項第３号イに規定する設備について同号に １７ 法附則第１５条第２７項第３号イに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は２分の１とする。 規定する条例で定める割合は２分の１とする。

１９ 法附則第１５条第３０項第３号ロに規定する設備について同号に １８ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は２分の１とする。 規定する条例で定める割合は２分の１とする。

２０ 法附則第１５条第３０項第３号ハに規定する設備について同号に １９ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規定する設備について同号に
規定する条例で定める割合は２分の１とする。 規定する条例で定める割合は２分の１とする。

２１ 法附則第１５条第３４項に規定する条例で定める割合は３分の２ ２０ 法附則第１５条第３０項に規定する条例で定める割合は３分の２
とする。 とする。

２２ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は２分の１ ２１ 法附則第１５条第３４項に規定する条例で定める割合は２分の１
とする。 とする。

２３ 法附則第１５条第３９項に規定する条例で定める割合は３分の２ ２２ 法附則第１５条第３５項に規定する条例で定める割合は３分の２
とする。 とする。

２４ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定める割合は生産性の
向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画（生産
性の向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項に規
定する同意導入促進基本計画をいう。第２７項において同じ。）に定

※ が改正部分
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める業種に属する事業の用に供する法附則第１５条第４１項に規定す
る機械装置等にあつては、零とする。

２５ 法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合は３分の２ ２３ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は３分の２
とする。 とする。

２４ 法附則第１５条第４６項に規定する条例で定める割合は３分の１
とする。

２６ 略 ２５ 略
２７ 法附則第６４条に規定する条例で定める割合は 生産性の向上 ２６ 法附則第６４条に規定する条例で定める割合は零（生産性の向上
に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画 に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画（中小企業

等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第２項に規定する
に定める業種に属する事業の用に供 同意導入促進基本計画をいう。）に定める業種に属する事業の用に供

する同条 に規定する家屋及び構築物にあつては、零 とす する法附則第６４条に規定する特例対象資産 にあつては、零）とす
る。 る。

（平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとす （平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとす
る者がすべき申告等） る者がすべき申告等）

第１０条の４ 略 第１０条の４ 略
２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含 ２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含
む。）規定の適用を受ける土地に係る令和元年度分及び令和２年度分 む。）規定の適用を受ける土地に係る令和３年度分及び令和４年度分
の固定資産税については、第７４条の規定は適用しない。 の固定資産税については、第７４条の規定は適用しない。

３～４ 略 ３～４ 略

（平成３０年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとす
る者がすべき申告等）

第１０条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用す
る場合を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初
日の属する年の１月３１日（第５４条第６項の規定により同項に規定
する仮換地等に係る同条第１項の所有者とみなされた者が当該仮換地
等について法附則第１６条の３第６項（同条第７項において準用する
場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条第１項の規定
の適用を受けようとする場合にあつては、１月３１日）までに次に掲
げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏
名又は名称）並びに当該納税義務者が令附則第１２条の５第１
項第３号から第５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲

※ が改正部分
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げる者である場合にあつては、同条第１項第１号若しくは第２
号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との関係

（２） 法附則第１６条の３第１項に規定する被災住宅用地の上に平
成３０年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家
屋番号

（３） 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の３第１項
（同条第２項において準用する場合及び同条第６項（同条第７
項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適
用される場合を含む。）の規定の適用を受けようとする土地を
法第３４９条の３の２第１項に規定する家屋の敷地の用に供す
る土地として使用することができない理由

（４） その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含
む。）の規定の適用を受ける土地に係る令和３年度分及び令和４年度
分の固定資産税については、第７４条の規定は適用しない。

３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特定被災共用土地（以下この
項において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按
分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この
項において「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎
年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を町長に提出し
て行わなければならない。
（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又
は名称）

（２） 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用
途

（３） 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の３第３項に規定す
る被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
並びにその用途

（４） 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各
特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持
分の割合

（５） 法附則第１６条の３第３項の規定により按分する場合に用い
られる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

４ 法附則第１６条の３第９項の規定により特定被災共用土地とみなさ
れた特定仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）

※ が改正部分
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に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用
土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定
被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共用
土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定
被災共用土地に」とする。

（土地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の （土地に対して課する令和３年度から令和５年度まで の各年度分の
固定資産税の特例に関する用語の意義） 固定資産税の特例に関する用語の意義）

第１１条 略 第１１条 略

（令和元年度又は令和２年度における土地の価格の特例） （令和４年度又は令和５年度における土地の価格の特例）
第１１条の２ 町の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用 第１１条の２ 町の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用
価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、町長が 価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、町長が
土地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の 土地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の
価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固 価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固
定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地 定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地
に対して課する固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわら に対して課する固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわら
ず、令和元年度分又は令和２年度分の固定資産税に限り、当該土地の ず、令和４年度分又は令和５年度分の固定資産税に限り、当該土地の
修正価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正価格をいう。） 修正価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正価格をいう。）
で土地課税台帳等に登録されたものとする。 で土地課税台帳等に登録されたものとする。

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和元年度適用土地又は令和 ２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和４年度適用土地又は令和
元年度類似適用土地であつて、令和２年度分の固定資産税について前 ４年度類似適用土地であつて、令和５年度分の固定資産税について前
項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の 項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の
固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、修正された 固定資産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、修正された
価格（法附則第１７条の２第２項に規定する修正された価格をい 価格（法附則第１７条の２第２項に規定する修正された価格をい
う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度まで の各年度分
の固定資産税の特例） の固定資産税の特例）

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の 第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度まで の各年度分の
固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、 固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、
当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の 当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の
課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準 課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準
となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第 となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第
３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価 ３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価
格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に 格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に
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１００分の５を乗じて得た額を加算した額 １００分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固定資産
（当該宅地等が 税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条 当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条
から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当 から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当
該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る 該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る
当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における 当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における
固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える 固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える
場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から令和２ ２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和５
年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固 年度分 の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固
定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標 定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標
準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該 準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該
年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から 年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から
第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該 第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該
額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る 額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る
当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における 当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における
固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定 固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定
資産税額とする。 資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から令和２ ３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和５
年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固 年度分 の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固
定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準 定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準
となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度 となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度
分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１ 分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１
５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ ５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ
れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度 れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度
分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産 分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産
税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税 税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税
額とする。 額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上 ４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上
０．７以下のものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分 ０．７以下のものに係る令和３年度から令和５年度まで の各年度分
の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当 の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当
該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当 該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当
該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は 該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は
附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等で 附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等で
あるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定 あるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定
める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産 める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

※ が改正部分
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税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下 税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下
「商業地等据置固定資産税額」という。）とする。 「商業地等据置固定資産税額」という。）とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超え ５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超え
るものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産 るものに係る令和３年度から令和５年度まで の各年度分の固定資産
税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度 税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度
分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た 分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た
額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の 額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の
３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業 ３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業
地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た 地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た
額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる 額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる
べき額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等調整固定資 べき額とした場合における固定資産税額（以下「商業地等調整固定資
産税額」という。）とする。 産税額」という。）とする。

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の （農地に対して課する令和３年度から令和５年度まで の各年度分の
固定資産税の特例） 固定資産税の特例）

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固 第１３条 農地に係る令和３年度から令和５年度まで の各年度分の固
定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該 定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該
農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課 農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課
税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条 税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条
の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農 の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農
地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて 地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて
得た額 ）に、当該農地の当該年度の次の 得た額。以下この項において同じ。）に、当該農地の当該年度の次の
表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調 表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調
整率を乗じて得た額 整率を乗じて得た額（令和３年度分の固定資産税にあつては、前年度

を当該農地に係る当該年度分の固定資 分の固定資産税の課税標準額）を当該農地に係る当該年度分の固定資
産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下 産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下
「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該農地調 「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該農地調
整固定資産税額とする。 整固定資産税額とする。

略 略

（免税点の適用に関する特例） （免税点の適用に関する特例）
第１４条 附則第１２条、第１３条又は第１３条の２の規定の適用があ 第１４条 附則第１２条、第１３条又は第１３条の２の規定の適用があ
る各年度分の固定資産税に限り、第６３条に規定する固定資産税の課 る各年度分の固定資産税に限り、第６３条に規定する固定資産税の課
税標準となるべき額は、附則第１２条又は第１３条の規定の適用を受 税標準となるべき額は、附則第１２条又は第１３条の規定の適用を受

※ が改正部分
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ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定 ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定
する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものと する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものと
し、附則第１３条の２の規定の適用を受ける市街化区域農地（同条第 し、附則第１３条の２の規定の適用を受ける市街化区域農地（同条第
２項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。）については同条 ２項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。）については附則
第１項 に規定するその年度分の課税標準となるべき額に 第１３条の２第１項に規定するその年度分の課税標準となるべき額に
よるものとする。 よるものとする。

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例）
第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地 第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地
等（附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９ 等（附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９
条の３、第３４９条の３の２又は附則第１５条から第１５条の３まで 条の３、第３４９条の３の２又は附則第１５条から第１５条の３まで
の規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する平成３０年度か の規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する令和３年度から
ら令和２年度までの各年度分の特別土地保有税については、第１３７ 令和５年度まで の各年度分の特別土地保有税については、第１３７
条第１号及び第１４０条の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準 条第１号及び第１４０条の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準
となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則 となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則
第１２条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき額」と 第１２条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき額」と
する。 する。

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平 ２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平
成１８年１月１日から令和３年３月３１日までの間にされたものに対 成１８年１月１日から令和６年３月３１日までの間にされたものに対
して課する特別土地保有税については、第１３７条第２号中「不動産 して課する特別土地保有税については、第１３７条第２号中「不動産
取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税 取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税
標準となるべき価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない 標準となるべき価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない
ものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。）に２分の ものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。）に２分の
１を乗じて得た額」とし、「令第５４条の３８第１項に規定する価格」 １を乗じて得た額」とし、「令第５４条の３８第１項に規定する価格」
とあるのは「令第５４条の３８第１項に規定する価格（法附則第１１ とあるのは「令第５４条の３８第１項に規定する価格（法附則第１１
条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における価格をい 条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における価格をい
う。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 う。）に２分の１を乗じて得た額」とする。

３～５ 略 ３～５ 略

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税）
第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項 にお 第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項又は第５項にお
いて準用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の いて準用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の
ものに限る。以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上 ものに限る。以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上
の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和３年３月３１日 ま の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日ま
での間（附則第１５条の６第３項において「特定期間」という。）に での間（附則第１５条の６第３項において「特定期間」という。）に
行われたときに限り、第８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車 行われたときに限り、第８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車

※ が改正部分
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税の環境性能割を課さない。 税の環境性能割を課さない。

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）
第１５条の２の２ 略 第１５条の２の２ 略
２ 北海道知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境 ２ 北海道知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境
性能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項 性能割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項
（同条第２項 において準用する場合を含む。）又は法第４ （同条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）又は法第４
５１条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項 ５１条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項又は第５項
において準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車 において準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車
に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法 に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法
附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次 附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次
項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。

３～４ 略 ３～４ 略

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例）
第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対す 第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対す
る当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指 る当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指
定（次項から第５項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を 定（次項から第８項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を
受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分 受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分
の軽自動車税の種別割に係る第８２条の規定の適用については、当分 の軽自動車税の種別割に係る第８２条の規定の適用については、当分
の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句 の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句
は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

略 略

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動 ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動
車に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３ 車に対する第８２条の規定の適用については
１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を
受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自 、当該軽自
動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両 動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両
番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限 番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限
り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

略 略

※ が改正部分



現 行 改 正 案

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１ ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１
項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において 項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この条 において
「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第８ 「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第８
２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４ ２条の規定の適用については
月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた
場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽 、当該ガソリン軽
自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車 自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車
両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限 両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限
り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

略 略

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車 ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車
のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に
対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平 対する第８２条の規定の適用については
成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指
定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該 、当該
ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの
間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の 間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の
種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ 種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ
る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする

略 略

５ 略 ５ 略
６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動
車（自家用の乗用のものを除く。）に対する第８２条の規定の適用に
ついては、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動
車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年
３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度
分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規
定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と
する。

※ が改正部分
- 17 -



- 18 -

現 行 改 正 案

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽
自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適
用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４
年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年
度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年
４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け
た場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第３項の表の
左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
の右欄に掲げる字句とする。

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽
自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のもの
に限る。）に対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン
軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回
車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に
限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３
１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽
自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同
表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）
第１６条の２ 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以 第１６条の２ 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以
上の軽自動車が前条第２項から第５項までの規定の適用を受ける３輪 上の軽自動車が前条第２項から第８項までの規定の適用を受ける３輪
以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大 以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大
臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認 臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認
定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとす 定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとす
る。 る。

２～３ 略 ２～３ 略

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者が （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者が
すべき申告等） すべき申告等）

第２２条 略 第２２条 略
２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。） ２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）
の規定の適用を受ける土地に係る平成２４年度から令和３年度までの の規定の適用を受ける土地に係る平成２４年度から令和８年度までの
各年度分の固定資産税については、第７４条の規定は適用しない。 各年度分の固定資産税については、第７４条の規定は適用しない。

３～４ 略 ３～４ 略

※ が改正部分



現 行 改 正 案

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特
例） 例）

第２６条 略 第２６条 略
２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感
染症特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則
第７条の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年
度」とあるのは「令和１７年度」と、「令和３年」とあるのは「令和
４年」とする。

※ が改正部分
- 19 -



- 20 -

現 行 改 正 案

第２条よる改正 第２条よる改正

町税条例等の一部を改正する条例（令和２年松前町条例第１０ 町税条例等の一部を改正する条例（令和２年松前町条例第１０
号） 号）

第２条 町税条例の一部を次のように改正する。 第２条 町税条例の一部を次のように改正する。
（中略） （中略）
第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を 第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を

「第３１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び 「第３１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び
第１３項」を「第９項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１ 第１３項」を「第９項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１
９項及び第２３項」を「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」 ９項及び第２３項」を「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」
を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第 を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第
２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項 ２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項
及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２ 及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２
１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３ １条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３
項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３ 項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３
第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、 第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、
「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、 「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、
同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８ 同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８
項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１ 項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１
条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、 条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、
第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を 第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を
「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を 「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を
「又は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３ 「又は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３
２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第 ２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第
７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」 ７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」
に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２ に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２
号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改 号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改
め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」 め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」
を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２ を「第３２１条の８第６０項」に、「同条第４２項」を「同条第６０
項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項と 項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項と
し、同条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」 し、同条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」
を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第 を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第
１０項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５ １０項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５
第２項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条第１ 第２項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条第１
３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０ ３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０
項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中 項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中

※ が改正部分



現 行 改 正 案

「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１ 「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１
項」を「第３２１条の８第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に 項」を「第３２１条の８第６９項」に、「第１０項」を「第９項」に
改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を 改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を
「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の 「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の
４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準 ４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準
用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」 用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」
に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」 第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」
に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」 に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」
を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を
「又は第３１項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告 「又は第３１項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告
書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間 書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間
に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６ に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６
の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若しく の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若しく
は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を
提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２ 提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２
号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９ 号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９
項」を「又は第３１項」に 項」を「又は第３１項」に、「第４８条の１５の５第４項」を「第４

改める。 ８条の１５の４第４項」に改める。

第５２条の２第４項 第５２条の２第３項中「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条
から第６項までを削る。 の１５の４第４項」に改め、同条第４項から第６項までを削る。

（中略） （中略）

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の
２４第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定す
る申告書の提出期限」を削り、同条第２項中「又は法第３２１条の８
第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。

※ が改正部分
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附 則

（施行期日）
第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。
（１） 第１条中町税条例第３４条の７第１項第１号の改正規定及び

同条例附則第６条の改正規定並びに次条第１項の規定 令和４
年１月１日

（２） 第１条中町税条例第２４条第２項及び第３６条の３の３第１
項の改正規定並びに同条例附則第５条第１項の改正規定並びに
次条第４項の規定 令和６年１月１日

（３） 第１条中町税条例附則第１０条の２第２７項の改正規定（同
項を同条第２６項とする部分を除く。）並びに附則第３条第４
項及び第５項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等
の法律（令和３年法律第 号）附則第１条第２号に掲げる規
定の施行の日

（４） 第１条中町税条例附則第１０条の２第２５項を同条第２３項
とし、同項の次に１項を加える改正規定（第２４項に係る部分
に限る。） 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する
法律（令和３年法律第３１号）の施行の日

（町民税に関する経過措置）
第２条 第１条の規定による改正後の町税条例（以下「新条例」とい
う。）第３４条の７第１項第１号の規定は、所得割の納税義務者がこ
の条例の施行の日（以下この条及び附則第４条第１項において「施行
日」という。）以後に支出する同号に規定する寄附金又は金銭につい
て適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した第１条の規定に
よる改正前の町税条例（次項及び第３項において「旧条例」とい
う。）第３４条の７第１項第１号に規定する寄附金又は金銭について
は、なお従前の例による。

２ 新条例第３６条の３の２第４項の規定は、施行日以後に行う同項に
規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の
提供について適用し、施行日前に行つた旧条例第３６条の３の２第４
項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事
項の提供については、なお従前の例による。

※ が改正部分
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３ 新条例第３６条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例
第３６条の３の２第４項に規定する電磁的方法による新条例第３６条
の３の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適
用し、施行日前に行つた旧条例第３６条の３の２第４項に規定する電
磁的方法による旧条例第３６条の３の３第４項に規定する申告書に記
載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

４ 新条例の規定中個人の町民税に関する部分は、令和６年度以後の年
度分の個人の町民税について適用し、令和５年度分までの個人の町民
税については、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）
第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関
する部分は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、
令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

２ 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日までの間に取得された
地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。第５項にお
いて「改正法」という。）第１条の規定による改正前の地方税法（昭
和２５年法律第２２６号。次項及び第４項において「旧法」とい
う。）附則第１５条第８項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課す
る固定資産税については、なお従前の例による。

３ 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日から
令和３年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期間」と
いう。）内に旧法附則第１５条第４１項に規定する中小事業者等（以
下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条第４１項
に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条第４
１項に規定する機械装置等（以下この項において「機械装置等」とい
う。）（中小事業者等が、同条第４１項に規定するリース取引（以下
この項において「リース取引」という。）に係る契約により機械装置
等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同
条第４１項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間
内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を
含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例によ
る。

４ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行
の日から令和３年３月３１日までの期間（以下この項において「適用
期間」という。）内に旧法附則第６４条に規定する中小事業者等（以

※ が改正部分
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下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定す
る取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する家
屋及び構築物（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下こ
の項において「リース取引」という。）に係る契約により家屋及び構
築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした
同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内
にリース取引により引き渡しを受けた場合における当該家屋及び構築
物を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例に
よる。

５ 新条例附則第１０条の２第２６項の規定は、令和３年４月１日以後
に改正法第１条の規定による改正後の地方税法附則第６４条に規定す
る中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が
取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をし
た同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資
産」という。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下
この項において「リース取引」という。）に係る契約により特例対象
資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のう
ち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附
属設備にあつては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構
築物にあつては地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２
６号）の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当
する特例対象資産を、令和３年４月１日以後にリース取引により引き
渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課す
る附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月
１日（当該施行の日が１月１日である場合には、同日）を賦課期日と
する年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合にお
いて、令和３年４月１日から同号に掲げる規定の施行の日の前日まで
の間に取得をした特例対象資産に対する新条例附則第１０条の２第２
６項の規定の適用については、同項中「中小企業等経営強化法（平成
１１年法律第１８号）第５０条第２項」とあるのは「生産性向上特別
措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項」とする。

（軽自動車税に関する経過措置）
第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行
日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税
の環境性能割について適用し、施行日前に取得された３輪以上の軽自

※ が改正部分
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動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の
例による。

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以
後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分まで
の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

※ が改正部分
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